
 
鉄 道 部 

令和３年３月２日 

 

立山黒部貫光株式会社の旅客運賃上限変更認可について 
 

  令和２年１２月２３日付けで、立山黒部貫光株式会社から申請のあった運賃の上限

の変更（旅客運賃上限変更認可申請）については、令和３年３月１日付けで北陸信越

運輸局長が認可しましたのでお知らせします。 

なお、実際に収受する運賃（実施運賃）については、今後、同社が上限の範囲内で設

定し、届出を行うこととなっており、令和３年４月の営業再開時より適用される予定で

す。 

 

○認可の内容                          〔円〕 

区   間 
運賃の上限 （参考）実施運賃 

旧 新 旧 新 

立山ケーブルカー 

（立山－美女平） 
730 1,090 730 今後届出 

黒部ケーブルカー 

（黒部平－黒部湖） 
870 1,150 870 今後届出 

 

 

○参考 

申請者の会社概要 

  名 称   立山黒部貫光株式会社 

  所 在 地   富山県富山市桜町一丁目１番３６号 

  代 表 者   代表取締役 見角 要 

  資 本 金   4,160,000千円 

  設立年月日   昭和39年 12月 25日 

 

 

 

 

                                         
[お問い合わせ先] 
北陸信越運輸局鉄道部計画課 
 担当：長井・織田  
 TEL：025-285-9153 

資料４ 

参考資料 


